
認可保育所の屋外遊戯場の考え方（都区比較）

注：イメージ

東京都の認可基準：満2歳以上児×3.3㎡の屋外遊戯場 

都の認可要件では、保育園敷地の内外を問わず、2歳以上児×3.3㎡の屋外遊戯場が必要。区の整備要件では、敷地内に同等のスペースを必要とする。 

※敷地内に子どもの活動スペースがなく

ても代替遊戯場を取れれば認可は可。 

認可にあたり、通路や狭小な敷地は除く。

認可上の代替遊戯場とするためには、公

園内に水飲み・トイレが必要となる。 
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※「世田谷区内の地域別保育施設優先度と

保育施設の整備予定（世田谷区全図）」で示

す優先度がＡまたはＢの地区内かつ世田谷・

北沢地域の建物で用途地域が商業地域・近

隣商業地域であること。（令和５年４月までに

開園すること。） 

資料１ 



都内園庭保有率等 出典：100都市保育力充実度チェック（保育園を考える親の会）

【区部】
自治体名 施設数（計） 公立 私立 園庭保有率（2018） 園庭保有率（2017）

足立 121 42 79 74.4% 83.3%
荒川 50 22 28 56.0% 56.8%
板橋 127 40 87 58.3% 74.1%
江戸川 111 35 76 - -
大田 138 43 95 48.6% 47.0%
葛飾 107 42 65 55.1% 55.9%
北 89 48 41 68.5% 75.3%
江東 125 44 81 37.6% 46.2%
品川 104 42 62 50.0% 65.5%
渋谷 46 19 27 58.7% 73.0%
新宿 51 12 39 37.3% 43.2%
杉並 124 43 81 50.0% 58.3%
墨田 70 27 43 47.1% 54.1%
世田谷 199 50 149 62.3% 64.8%
台東 31 11 20 35.5% 37.9%
中央 53 14 39 22.6% 27.9%
千代田 144 6 8 28.6% 30.8%
豊島 73 21 52 43.8% 51.7%
中野 58 20 38 63.8% 70.4%
練馬 149 60 89 61.7% 62.6%
文京 65 19 46 20.0% 18.3%
港 57 20 37 24.6% 24.1%
目黒 56 21 35 46.4% 57.8%

平均 47.8% 53.6%

【都心区】
自治体名 施設数（計） 公立 私立 園庭保有率（2018） 園庭保有率（2017）

千代田 144 0 8 28.6% 30.8%
中央 53 5 39 22.6% 27.9%
港 57 4 37 24.6% 24.1%
渋谷 46 5 27 58.7% 73.0%
新宿 51 5 39 37.3% 43.2%
品川 104 9 62 50.0% 65.5%

平均 37.0% 44.1%
【近接区】
世田谷 199 2 149 62.3% 64.8%
杉並 124 12 81 50.0% 58.3%
目黒 56 17 35 46.4% 57.8%
練馬 149 16 89 61.7% 62.6%
中野 58 9 38 63.8% 70.4%
大田 138 7 95 48.6% 47.0%

平均 55.5% 60.2%

【23区】 

2018年の23区園庭保有率は、平均47.8％で、前年から施設整備が進んだものの、

園庭保有率は△5.8％である。 

【世田谷区】 

世田谷区の2018年の園庭保有率は62.3％で、都内（市部を含む）のほぼ平均値

（65.2%）である。 

【比較】 

都心区との比較では、都心区の平均は37%、近接区との比較では、近隣区の平均

は55.5%である。 


